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提出書類の記載要領 

                                     

※ 提出書類を手書きされる場合は、黒色のペンまたはボールペンで記入してください。（鉛筆及びフリク

ションボールペン等の消せるボールペンは認められませんのでご注意ください） 

 

１．入札等参加資格審査申請書（第1号様式） 

① 代表者印は実印とし、必要事項をもれなく記入してください。 

② 登録を希望する区分欄は、希望するものすべてを○で囲んでください。 

 

２．委任状（第2号様式） 

① 営業所等に権限（町様式に定める委任事項）を委任する場合は提出してください。 

② 委任者印（実印）を必ず押印してください。（受任者印は省略可） 

③ 受任者は、営業所等の代表者としてください。 

④ 委任期間は、申請日から令和 10年 3月 31日までとしてください。 

 

３．代表者印鑑証明書 

① 鮮明であれば写しでも可とします。ただし、照合に用いるため拡大または縮小されたものは不可とし

ます。 

② 法人の場合は、代表者の印鑑証明書（法務局発行）、個人の場合は、代表者本人の印鑑証明書（市町

村発行）で、申請日時点で発行後 3か月以内の現に有効なものとしてください。 

 

４．経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書） 

 ① 建設工事を希望する場合に提出してください。 

 ② 建設業法第 27 条の 23 に定める経営事項審査に関する経営規模等評価結果通知書の写し（総合評定

値Ｐが算出されており、押印があるもの）で、審査基準日が申請日から 1年 7か月以内のもののうち、

申請日時点で最新のものを提出してください。 

 ③ 申請日以降に最新の経営規模等評価結果通知書が届いた場合には、その都度写しを提出してくださ

い。 

 

５．社会保険等への加入確認書類 

 ① 建設工事を希望し、上記 4の書類中「その他の審査項目（社会性等）」欄の雇用保険、健康保険及び

厚生年金保険（「社会保険等」という。）の加入の有無が「無」となっている場合は、以下の確認書類

を必ず提出してください。 

  ◇ 健康保険・厚生年金保険の加入の確認書類：（1）～（5）のいずれか（写し可） 

     （1）保険料納付に係る「領収証書」 

     （2）保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」 

     （3）保険料納付に係る「社会保険納入確認書」 

     （4）「健康保険・厚生年金保険取得確認及び標準報酬決定通知書」 

（5）加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」（提出先での受付済印） 
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◇ 雇用保険の加入の確認書類：（1）及び（2）または（3）、（4）のいずれか（写し可） 

     （1）「労働保険概算・確定保険料申告書」 

     （2）（1）により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」 

     （3）「雇用保険被保険者資格取得等通知書」（事業主通知用） 

     （4） 雇用保険適用事業所設置届出 事業主控（提出先での受付済印） 

 ② 写しの場合は、A4サイズ用紙にコピーしてください。 

 ③ 社会保険等への加入をされていない場合は、入札参加資格審査申請の受付ができません。 

 

６．京都府等級を証明する書類 

 ① 京都府に入札参加資格申請を行っている場合にのみ提出してください。 

② 申請日において最新の京都府の「建設工事入札参加資格審査結果通知書」の写しを提出してくださ

い。 

③ 申請日以降に最新のものが届いた場合には、その都度写しを提出してください。 

 

７．営業所等一覧表（第 3 号様式） 

 ① 本社（本店）のみの場合も提出してください。 

 ② 受任者を設ける場合は、様式「その他の営業所」欄の一行目に記載してください。 

 ③ 法人以外の任意団体の場合は、構成員全員の名簿を作成してください。 

 ④ 希望する業種に応じた様式で作成してください。 

 ⑤ 主たる営業所（一般的には本社・本店等になります。）とその他営業所について記入してください。

なお、建設工事の場合は、建設業法上許可の主たる営業所及び従たる営業所を記入してください。ま

た、「許可を受けている建設業」欄は、様式第 8号の「業種」欄（ ）内に示された略号で記入してく

ださい。 

 ⑥ 必要事項が記載されている場合は、任意様式可とします。 

 

８．技術職員名簿 

① 建設工事を希望する場合に提出してください。 

② 経営事項審査結果通知書等の申請時に提出した経営事項審査申請書（副本）に添付した技術職員名簿

の写しを提出してください。（建設業法施行規則別記様式第 25号の 11別紙 2） 

 ③ 経営事項審査以降、技術職員に減員が生じた場合は減員した者を取り消し線で抹消し、増員が生じた

場合は増員した者を加筆の上、雇用を確認できる書類と資格者証等の写しを添付してください。 

   ※1 雇用保険被保険者証による確認は、健康保険及び厚生年金保険の適用除外事業所の場合のみ

で、「源泉徴収簿（賃金台帳）＋出勤簿」（写し）を併せて提出してください。 

   ※2 健康保険被保険者証（ただし、有効期限内のものに限る。マイナ保険証は不可。）の写しを提

出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号等はマスキングしてください。 

 

９．建設業許可通知書 

① 建設工事を希望する場合に提出してください。 

 ② 建設業法第 3 条に基づく建設業許可証明書（許可業種の記載があるもの）または建設業許可通知書

の写しを提出してください。 
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③ 申請日時点で現に有効なものを提出してください。 

④ 許可の有効期限が経過している更新申請中などの場合は、建設業許可申請書（様式第 1号）及び同号

別紙の写し（所管土木事務所等の受付印があるもの）を提出してください。（許可後速やかに許可書写

しを提出してください。） 

 

10．建設業許可申請書 

① 建設工事を希望する場合で、宇治田原町内に本店または建設業法許可の営業所を有する業者の方の

み提出してください。 

② 建設業法施行規則第 2 条第 1 号に定める以下の写し（所管土木事務所等の受付印があるもの）を提

出してください。 

（1）様式第 1号（建設業許可申請書） 

（2）様式第 1号別紙 2（営業所一覧表） 

（3）様式第 1号別紙 4（営業所技術者等一覧表）または様式第 8号（専任技術者一覧表） 

 

11．登録証明書等 

① 測量・建設コンサルタント等業務、物品等・役務（一般業務委託）の調達を希望する場合で、当該営

業するにあたって、登録、許可、認可、届出等を必要とする場合は、その該当する登録証明書等の写

しを提出してください。 

② 申請日時点で現に有効なものを提出してください。 

③ 登録等の有効期限が経過している更新申請中などの場合は、当該申請書等の写し（監督官庁等の受付

印があるもの）を提出してください。（登録等完了後、登録証明書等写しを提出してください。） 

④ 建設コンサルタント登録業者、地質調査業登録業者及び補償コンサルタント登録業者である場合、そ

れぞれの登録規程の第 7条に規定する「現況報告書」を提出した場合には、省略することができます。 

 

12．技術者経歴書（第4号様式） 

① 測量・建設コンサルタント等業務を希望する場合に提出してください。 

② 宇治田原町独自様式としますが、国土交通省様式等、記載内容が合致している場合は転用可としま

す。 

③ 入札に参加を希望する業種のみについて、6業種区分ごと別葉にして、常勤の技術者の業務経歴を記

入してください。 

 

13．登記事項証明書 

 ① 法人の場合のみ提出してください。 

② 写しでも可とします。 

③ 商業登記簿謄本（現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書）で、発行後、3か月以内の現に有

効なものとしてください。 

 

14．身分証明書 

 ① 個人の場合のみ提出してください。 

 ② 写しでも可とします。 
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③ 日本国籍を有する方は、本籍地の市町村役場に申請してください。 

④ 日本国籍を有しない方は、住所地の市町村役場で「住民票の写し」を申請してください。 

 

15．消費税及び地方消費税の納税証明書 

① 免税事業者の場合も提出してください。 

② 写しでも可とします。 

③ 所轄税務署に完納証明書を請求してください。（発行後、3か月以内の現に有効なもの） 

 Ⓐ 法人の場合「納税証明書その 3」または「納税証明書その 3の 3」 

Ⓑ 個人の場合「納税証明書その 3の 2」 

④ 証明書に納期限が未到来の未納税額に記載があり、申請書の提出が当該納期限の到来後となる場合

は、完納して未納がない状態の納税証明書を取得し、提出してください。 

 

16．宇治田原町税の納税証明書（完納証明書） 

 ① 宇治田原町に納税義務のある方のみ提出してください。 

 ② 写しでも可とします。 

③ 宇治田原町発行の「納税証明書（町税の滞納がない）」で、発行後、3 か月以内の現に有効なものと

してください。 

④ 法人以外の任意団体の場合は、構成員全員の証明書を提出してください。 

 

17．財務諸表または決算書 

① 測量・建設コンサルタント等業務を希望する場合に提出してください。 

② 様式は任意とします。 

③ 建設コンサルタント登録規程等の第 7 条に規定する「現況報告書」の財務諸表該当部分の写しの提

出可とします。 

④ 申請日以前の最終決算日の直前 1 年分の営業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び注記表を提出してください。 

⑤ 個人にあっては、確定申告書及び添付の決算書を提出してください。 

 

18．営業経歴書 

 ① 物品等・役務（一般業務委託）の調達を希望する場合に提出してください。 

② 様式は任意とします。 

③ 注文者、件名、契約内容、契約金額、契約期間等を記載したもので、希望する業務等について、申請

日の直前 2か年分の主な取引実績で作成してください。 

 

19．特定（資本・人的）関係申告書（第5号様式） 

 ① 令和 8・9年度における宇治田原町の一般競争（指名競争）入札等参加資格審査の申請中または宇治

田原町競争入札参加資格者名簿に登載されている他の者との間に資本関係・人的関係がある場合のみ

提出してください（登録区分が同じ者のみ）。 

② 資本関係・人的関係のいずれも該当しない場合は、申告書の提出は不要です。 

 ③ 令和 7年 10月 17日時点の資本関係・人的関係について記入してください。 
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④ 関連会社が多い場合、複数枚もしくは別紙参照と記載し、必要事項を記入したもの（様式自由）を提

出してください。 

※ 同一入札への参加制限については、別添「町発注工事における特定関係にある会社の同一入札への

参加制限について」を参照ください。 

 

20．誓約書（第6号様式） 

① 押印は第 1号様式と同じ印を使用してください。 

 

21．使用印鑑届（第7号様式） 

 ① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

② 宇治田原町と取引をする際に使用する印鑑を届け出てください。 

③ 印鑑は鮮明に押印してください。 

④ 社印（社名や部署名）のみの印等、個人を特定できない印を使用印にすることはできません。 

 

22-1．業者カード〈建設工事〉（第8号様式） 

 ① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

② 受付番号欄は、記入しないでください。 

 ③ 許可番号欄は、国土交通大臣または知事許可のいずれかを○で囲み、知事許可の場合は府県名を（ ）

内に記入してください。（許可番号が 2以上ある場合は主となる方を記載してください。） 

 ④ 経審基準日欄は添付した経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の審査基準日を転記してく

ださい。 

⑤ 技術職員数、技術者以外の職員数欄には、申請日現在の実人数を記入してください。 

 ⑥ 営業年数欄は、添付した経営規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の営業年数を転記してくだ

さい。 

 ⑦ 許可区分の欄は、許可を受けたすべての業種について、般（一般建設業）・特（特定建設業）のいず

れかを○で囲んでください。 

 ⑧ 京都府等級欄は、京都府に入札参加申請を行っている場合のみ、申請日現在で最新の等級を記入して

ください。（京都府等級が「Ⅰ」「Ⅱ」等ではなく「有」となっている場合は、「有」と記入してくださ

い） 

 ⑨ 希望欄は入札参加を希望する業種にのみ○をつけてください。なお、許可を受けていない業種（委任

される場合は、受任先が許可を受けていない業種）には○をつけることができません。 

 ⑩ 経審総合評定値欄、完成工事高欄及び技術職員数欄は、希望欄に○をつけた業種のみ、添付した経営

規模等評価結果通知書（総合評定値通知書）の各欄から転記してください。 

⑪ 許可年月日欄は、希望欄に○をつけた業種のみ許可年月日を記入してください。年については元号で

記入してください。 

  

22-2．業者カード〈測量・建設コンサルタント等業務〉（第9号様式） 

 ① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

② 受付番号欄は、記入しないでください。 

 ③ 技術職員数、事務職員数、その他職員数欄は申請日現在の実人数を記入してください。 
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 ④ 登録番号、登録年月日欄は、登録を受けている事業に関して、当該登録番号、登録年月日を記入して

ください。 

 ⑤ 直前 1 年度分決算実績高欄には、申請日において確定した決算を含む直前 1 年間の決算額を、直前

2年度分決算実績高欄には、直前 1年度分決算の前の 1年間の決算額を、直前 2か年間平均実績高欄

には、両決算に基づき算定した年間平均実績高（両決算の合計を 2で除して得た数値、千円未満四捨

五入）を記入してください。 

金額には、消費税及び地方消費税を含まないでください。 

その他のコンサルタント業務に希望がある場合は、業務の種類を記入してください。 

⑥ 登録欄には、登録のある部門にすべて○をつけ、特に希望する部門については◎（必ず一か所以上）

をつけてください。なお、登録がない部門には○をつけることができません。 

⑦ 有資格者数欄には、申請日現在の該当者数を記入してください。1人で 2種類以上の資格等を取得し

ている場合は、それぞれ重複して計上してください。ただし、同一種類である 1・2級、士・士補の資

格を有している場合は、上位のもののみ計上してください。なお、技術士・総合技術監理部門、技術

士、RCCM、補償関係コンサルタントの資格者については、各業種の登録欄の横に欄を設けてあるの

で、それぞれ人数を記載してください。（複数の部門で可能な資格者がいれば、重複して計上してくだ

さい。） 

 ⑧ 公共用地経験者の欄には、官公庁等に勤務し公共用地の取得業務に従事した経験のあるもので、その

実務経験が 10年以上の者の数を記入してください。 

 ⑨ その他のコンサルタント業務を希望する場合でその業務を行うために必要な資格がある場合は、そ

の有資格者数をその他欄に記入してください。 

 

22-3．業者カード〈物品等・役務（一般業務委託）の調達〉（第10号様式） 

 ① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

 ② 受付番号欄は記入しないでください。 

 ③ 従業員数欄は、常時雇用する職員数（役員等も含む）を記入してください。 

 ④ 営業年数欄は、当該申請にかかる営業を始めた日から申請日までの年数を記入してください。ただ

し、1 年未満は切り捨ててください。なお、営業休止期間がある場合はその期間を控除した期間を記

入してください。 

 ⑤ 分類番号欄には別添「物品等・役務（一般業務委託）分類表」で希望する分類番号を記入してくださ

い。  

 ⑥ 取扱業務内容欄には、取扱業務内容をできるだけ具体的かつ詳細に記入してください。 

 ⑦ 必要許認可等欄には、希望する分類の許認可等の要・否に○をつけ、要の場合にその許認可等の名称

と取得年月日を記入してください。 

 ⑧ 申請できる項目数は、分類番号で希望する順に最大7項目となります。 

 

23．書類不備通知（第11号様式） 

① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

② 提出書類に不備があった場合に使用するもので、宛名欄に申請者の商号または社名を記入してくだ

さい。 
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24．返信用封筒 

 ① 申請様式の電子データを提出される場合は、添付不要です。 

② 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

③ 入札資格審査申請書の受領書を申請者に送付するためのものです。 

④ 封筒には、110円切手を貼り付け、返信先の住所、宛名等を記入してください。 

⑤ 申請書に不備があった場合は、書類不備通知の送付に使用しますので、再提出書類郵送の際、改めて

封筒の提出をお願いします。 

 

25．入札等参加資格審査申請書の写し 

① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

② ファイルに綴じ込む申請書鑑（第 1号様式）のコピー1部を提出してください。 

 

26．提出書類チェックシート（第12号様式） 

 ① 申請書ファイルに綴じこまず、別に提出してください。 

 ② 申請する希望業種に必要となる提出書類の作成確認後、チェック欄に「ㇾ」印を記入してください。 

 

27．申請様式電子データ（Excel） 

① データの入力方法及び注意事項は以下のとおりです。 

・黄色着色セル及びシートに必要事項を直接入力してください。 

・灰色着色セル及びシートは、入力不要または黄色着色セルの入力内容を参照するセルですが、必

要に応じて直接入力してください。 

・セル、列、行、シートの追加・削除は絶対に行わないでください。 

・各シート（様式）を印刷する際に、何か不都合が生じる場合は、幅やフォントの大きさを調節し

てください。（ただし、前述のとおりセル、列、行の追加・削除は不可。） 

・業種ごとに委任先が異なる場合は、電子データを分けて提出してください。（セル、列、行、シー

トの追加・削除は不可。） 

・データ内には押印不要です。（印刷した紙にのみ押印してください。） 

 ② 入力済みの申請様式電子データをE-mailにより提出してください。 

【 提 出 先 】 nyusatsu@town.ujitawara.lg.jp 

【 件   名 】 入札参加資格審査申請書（申請者名） 

        例）入札参加資格申請書（株式会社宇治田原町） 

【ファイル名】 申請様式（申請者名）.xlsx 

        例）申請様式（株式会社宇治田原町）.xlsx 

※ 複数ファイル提出の場合は、「申請様式1（株式会社宇治田原町）.xlsx」、「申

請様式2（株式会社宇治田原町）.xlsx」としてください。 

③ 提出書類一覧に記載の書類は、押印の有無にかかわらず、必要な書類全て紙での提出（郵送または持

参）が必要となります。
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町発注工事における特定関係にある会社の同一入札への参加制限について 

 

宇治田原町企画財政課  

 

１．趣旨 

 建設工事の発注にあたり、入札の公平性の確保等のため、特定関係（一定の資本関係または人的関係）

がある複数の者について、同一の入札への参加制限に関する基準を定めるものである。 

 

２．実施事項 

 宇治田原町が発注する建設工事において、入札の適正が阻害されると認められる特定関係（一定の資本

関係または人的関係）にある者（以下「親子会社等」という。）の同一入札への参加は認めない。 

 

３．対象工事 

 建設工事に係る一般競争入札 

 

４．親子会社等の基準 

 親子会社等は、次のいずれかに該当する者をいう。 

（1）資本関係 

  ① 親会社と子会社の関係にある者 

  ② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者 

（2）人的関係 

  ① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている者 

  ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている者 

  ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている者 

※ ①については、会社等の一方が、再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。 

○ 親会社、子会社の定義 

 ・子会社：会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を

支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 

 ・親会社：株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として

法務省令で定めるものをいう。 

○ 役員の定義 

 ・会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

 ・取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会設置会社の取締役を除く。） 

 ・持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（定款に別段の定めがある場合

により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

 ・組合の理事 

 ・その他業務を執行する者であって、上記に掲げる者に準ずる者 

 ・会社更生法第 67条第 1項又は民事再生法第 64条第 2項の規定により選任された管財人 

 ・委員会等設置会社の執行役 
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（3）その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

  組合（共同企業体含む）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記（1）または（2）

と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合。 

 

５．入札公告等への明示 

 入札公告、入札説明書等に参加資格要件として、入札に参加しようとする者の間に上記「4．親子会社等

の基準（以下「基準」という。）」に該当しないこと、また、基準に該当する複数の者のした入札は無効と

する旨を記載し、入札に関する条件として明示する。 

 

６．基準に該当する場合の取り扱い 

（1）参加資格の確認、不適格の決定及び入札無効に関する取り扱い 

参加資格確認通知書により、参加資格がない旨の通知を行い、入札参加を制限する。なお、同通知後

から落札決定までの間で、新たに基準に該当することなった場合は、その者のした入札を無効とする。 

ただし、基準に該当する者が、参加確認を行うまでに、一者を除くすべてのものが一般競争入札参加

確認申請書を取り下げた場合には、残る一者の入札は無効としない。 

また、基準に該当する入札参加希望者が、本通知を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者

間で連絡を取ることは、談合と解さない。 

（2）指名停止に関する取り扱い 

上記 5に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した基準に該当す

る者は、指名停止措置の対象とする。 

（3）共同企業体（特定建設工事共同企業体）の取り扱い 

共同企業体については、以下の各号のとおり取り扱うものとし、上記「6．基準に該当する場合の取り

扱い」を準用する。 

① 親子会社等が、それぞれ別の共同企業体を組んでいる場合において、これらのうち、いずれか 1者

でも各々の共同企業体の代表者になっている場合は、その親子会社等を含む共同企業体は同一入札

に参加することはできない。 

② 親子会社等のすべてが、それぞれ共同企業体の代表者以外のその他の構成員であれば、その親子会

社等を含む共同企業体は同一入札に参加することができる。 

③ 共同企業体の代表者またはその他の構成員が、他の入札者と親子会社等の場合は同一入札に参加

することはできない。 

④ 親子会社等同士が同一の共同企業体を組んでいる場合は、同一入札への参加制限に該当しない。 

 

７．特定関係申告書について 

 対象工事の入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加確認申請を行う際の添付資料として、入札

案件ごとに申告書を提出する。提出された申告書に疑義等が生じた場合、事実確認の調査を行うため、関

係資料の提出を求める場合がある。また、入札書の提出期限までに疑義等が解消されない場合は、その者

が行った入札は無効とする。 
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参考図   

 

（図：親子会社等の参加制限） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                         

                         

 

 

※ 図中の数字は、「4．親子会社等の基準」による該当項目番号である。 

 

 

 

（図：親子会社等JVの場合の取り扱い） 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 図中の数字は、「6.（3）共同企業体（特定建設工事共同企業体）の取り扱い」による該当項目番号である。

親会社等 A社 

役員等 a 

D社 

役員等 a 

子会社等 B社 子会社等 C社 

× 
   （１）① 

× 
 （１）① 

× 

（１）② 

× 

（２）①・② 

： 資本関係 

： 人的関係 

「×」   ： 同一入札の参加制限対象 

代表者 

Ａ社 

その他構成員 

B社 

代表者 

Ｃ社 
他の入札者 

Ｃ社 

（AB）JV （CD）JV 親子会社等の関係あり 

① × 

② ○ 

③ × 

④  ○ 

① × 

① × 

③ × 

④  ○ 

その他構成員 

Ｄ社 


